
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設
技術審査証明事業
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有
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限
20
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31
日

（公財） 日本下水道新技術
機構

建設技術審査証明書
技術名称：ＥＭＲ工法

（下水道複合マンホール更生工法）

（ 開 発 の 趣 旨 ）

（ 開 発 目 標 ）

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった
「ＥＭＲ工法」の技術内容について以下のとおり証明する。

建設技術審査証明事業実施機関
公益財団法人　日本下水道新技術機構

理事長

記
１．審 査 の 結 果

２．審査証明の前提

３．審査証明の範囲

４．留意事項および付言

５．審査証明の詳細　　　　
６．審査証明の有効期限　　
７．審査証明の依頼者
株 式 会 社 ニ チ コ ン
株式会社三木田興業
デ ン カ 株 式 会 社

［開発目標型］

下水道複合マンホール更生工法下水道複合マンホール更生工法

ＥＭＲ工法ＥＭＲ工法ＥＭＲ工法

公益財団法人 日本下水道新技術機構

30

下水道複合マンホール更生工法

施工実績

技術保有会社および連絡先

審査証明有効年月日

インターネットによる情報公開

技術の適用範囲



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
技術の概要 技術の特長
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